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第３章 都市緑地計画の新たな視点 

 第３章では，これからの緑地計画を作成する際に，着目すべき新たなに視点について，平

成 25～27 年度にかけて国土交通省国土技術政策総合研究所が設置した「今後の緑の基本計画

のあり方に関する研究会」における学識者との議論をもとに，6つの新たな視点をまとめた。 
 
（１）グリーンインフラストラクチャーの形成 
 グリーンインフラストラクチャー（Green Infrastructure：以下，本文では「GI」と表記

する）とは，「社会資本整備，土地利用等のハード・ソフト両面において，自然環境が有する

多様な機能（生物の生息・生育の場の提供，良好な景観形成，気温上昇の抑制等）を活用し，

持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの」と定義されている（（閣議決定，

2015a）22，（閣議決定，2015b）25，（閣議決定，2015c）26）。これまでの緑の基本計画は，限

定的に緑地のあり方を対象としてきたが，成熟社会の持続可能性が高い都市形成には，災害

に対する安全性や生物多様性，都市住民の QOL の向上といった分野がより重要になるため，

GI による緑地計画によって，自然環境の持つ多機能性を活かした都市空間を実現していく手

段へと役割を拡大することが期待される。 

 

（２）環境負荷の低減と QOL（生活の質）の向上 
 緑地計画における主な指標として，これまで一人あたり公園面積や緑被率が用いられてき

たが，人口減少時代の今日では，それだけで十分とはいえなくなってきている。今後の緑の

基本計画は，緑の量的確保だけではく，質的向上が求められる。質的向上の目指す方向性と

して，環境負荷の低減と QOL の向上を同時に目指すことが考えられる。そのためには，従前

の量的な評価だけでなく，緑の質や機能を評価する手法や指標を設定していく必要がある。 

 

（３）地域が抱える社会問題の解決 
 地域における緑の功罪は，人の活動の有無によって分かれる（例えば，管理放棄された空

閑地の迷惑とコミュニティーガーデンによる社会改善機能など）。緑の量ではなく，そこで行

われる人の活動に着目し，その活動が行われることによって，社会問題がどの程度解決され

たかという視点で緑地計画の成果を判断すべきである。また，計画の前提として，社会調査

の専門家とも協力し，地域の社会問題やニーズを調査することが望まれる。 

 

（４）自然環境構造に基づく都市の再生 
 団地の建替や土地の再自然化といった都市の再編に際して，緑の基本計画には，地域全体

の観点から，場所ごとの自然環境特性や潜在的な価値を見据えて，多様な主体に方針を示す

という役割が期待される。 

 

（５）緑地由来生物資源の地域内循環 
 里山からの木質バイオマスの供給に加え，市街地から里山への関与や，農地を通した循環

も考えて，トータルに地域内資源循環を実現するための土地利用を示すことが，新たな緑の

基本計画の方向性の一つと考えられる。緑地における資源利用は，リサイクルとしての価値

だけでなく，緑地管理の手段や，地域住民の参加の手段としても期待できる。 

 

（６）他分野の専門家との協働 
 緑地計画が，今後，都市経営を担う一員として，時代や社会のニーズ・要請に応えるため

には，土木，建築，都市計画，社会学などの他分野の専門家と協働して，総合的なまちづく

りに取り組んでいくことが重要である。 

 

 各項目の詳細については，次頁以降に示す。 
 



 

20 

 

（１）グリーンインフラストラクチャーの形成 

  千葉大学大学院 園芸学研究科 緑地環境学コース 准教授 木下 剛 

  「グリーンインフラストラクチャー概念の緑の基本計画への応用」 

 

○ グリーンインフラストラクチャー（GI） 

の概念と方法論 27 28 
 

2000 年代以降の欧米諸国の基礎自治体〜

広域自治体では，グリーンインフラストラ

クチャー（Green Infrastructure：以下，

「GI」という。）の概念と方法論に基づく

計画・事業が進みつつある。GI とは，米国

と欧州で若干捉え方が異なるが，概ね「自

然のプロセスにもとづく多面的な機能・サ

ービスを担う土地・水面及びそれらのネッ

トワーク」と定義できる。欧州では，経済・

社会・環境の福利に資する幅広い役割が GI

に期待され，持続可能な街づくりの主要な

手段として認識されつつある。米国も同様

であるが，水政策（突発的集中豪雨・洪水

対策）の一環としての位置づけが強いのが

特徴である。 

現在，イギリス・リバプール市の GI 戦略

に注目している。リバプールの GI戦略の特

徴は，全市域の 62％を GI とみなしており，

民有地を多く含んでいる点や，現在GIとし

て機能していない土地についても，今後機

能するように土地・建物のデザイン／マネ

ジメントを行っていくことを視野に入れて

いる点である。GI は，植生や土壌，水面ア

ドが発揮する様々な存在機能に立脚した土

地の概念であり，利用機能も考慮されるが，

民有地においては存在機能が期待されるこ

とになる。 

また，リバプールの GI戦略では，心臓病

の発生率と GI の相関関係から，GI を整備

すれば医療費が下がると説明され，健康福

祉面からのGI政策が位置付けられている。

そのほか，洪水対策や貧困対策なども位置

付けられている。 

行政任せ，公共施設頼み，ハードインフ

ラ頼みのまちづくりから脱却し，持続可能

性の高い都市を構築するために，GI の概念

と方法論が有効である。 

その際，重要なことは，GI はハードイン

フラを補完する役割であり，広域の要請

（公益機能，インフラ機能）と場の要請（土

地の経営意図）を，当該土地建物のデザイ

ン／マネジメントとして止揚するものだと

出典：Liverpool GI Strategy 

出典：Mersey Forest (2010a)27に加筆 

 出典：Mersey Forest (2010a)27 

 出典：Mersey Forest (2010a)27に加筆 
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いうことである。 

 

○ 日本での展開の可能性 

日本の都市緑地計画でGIの概念と方法論

を適用しようとする場合，CASBEE や SEGES

等による開発行為の事前評価を義務化する

ことが考えられる。しかしながら，これら

の制度は，地域環境への配慮を評価できる

ものの，英国のGI戦略のように，緑地に期

待されるニーズを客観的かつきめ細やかに

特定した上で，当該開発行為において評価

するGIの機能を決定するというプロセスが

前提とされていない。GI は単なる緑化や緑

地保全ではなく，インフラとして，広域的

な計画に基づく要請に応じて確保されるべ

きものである。 

そこで，屋外環境や緑地に求められる機

能を地区ごとに客観的かつきめ細やかに特

定する役割を緑の基本計画に期待したい。

個々の開発における敷地計画やランドスケ

ープデザイン，緑化がどのような機能・質

を実現するべきか，その意思決定の際に常

に参照されるエビデンスとして，緑の基本

計画が位置づけられることが望ましい。 

これまで，緑の基本計画は限定的に，現

に緑地である空間のあり方を対象としてき

たが，それに加えて，広く都市を支える土

地利用のあり方に，持続可能性の観点から

指針を示す手段へと位置付けを高めること

が考えられるのではないか。 

 

○ 持続可能なランドスケープの規範：千年村 
 

千年以上にわたって生産と生活が持続的

に営まれた地域を「千年村」と定義し，日

本全国で千年村を捜索する研究を行ってい

る。千年村は，持続可能な地域，社会の規

範として位置づけられるものと考えられる。

千年村は集落の周辺にある生産地や自然環

境も含めた地域を対象としている。研究方

法としては，和名類聚抄
わみょうるいじゅしょう

をもとにリスト

アップし，現在の地名にも千年前の地名が

残っている地域を角川地名時点から調べあ

げている。 

研究の背景は，なぜ一千年以上も人々が

住み続けられているのかという持続可能性

の要因を探ること。東日本大震災を機に，

長期間にわたって人々が住み続けられるラ

ンドスケープというのも，そう簡単なこと

 出典：Mersey Forest (2010b)28 

 出典：Mersey Forest (2010b)28 

 出典：Mersey Forest (2010a) 27 



 

22 

 

ではなさそうだという問題意識を持った。 

例えば，千葉県では，90 箇所ほどの千年

村が見つかっている。いわゆる限界集落と

近接している場所はあるが，完全に重なっ

た千年村はなかった。すなわち千年村には

現在でも持続可能性があるということでは

いか。そのうちの一つ，鴨川付近の千年村

は，山地と平地にまたがり，非常に広い範

囲が一つの地域となっている。その千年村

に隣接する限界集落は，立地的に非常に不

便な場所にある。一つの地域の中に生産地

を確保しようにも山がちなため難しく，交

通手段，アクセスも不便である。また，九

十九里低地の平野部には，ほとんど千年村

がなかった。津波，高潮による被害の記録

も多く存在し，伝統的に居住を避けてきた

と思われる。低地の千年村は，自然堤防上

の比較的標高の高い土地に集落が形成され，

一つの敷地の中でも一番標高の高いところ

に母屋を建てるという土地利用のルールが

継承されている。ハザードマップと重ね合

わせても，千年村のある場所というのは，

若干ではあるが，災害危険度が低い。 

千年村の持続可能性にとって，生産地と

集落がセットとなっていることも重要であ

る。しかし，集落に近接した農地などは守

られているが，明治時代に入会林だったと

ころにゴルフ場ができたりしている。土地

利用の規範が近代化の中で変わってきた状

況ではないか。一例として，新都市計画法

に基づく線引きの際，国道の北側を市街化

区域，南側を市街化調整区域とした結果，

昔の土地利用を無視した市街地が展開して

きている地域がある。 

GI は欧米で生まれた概念だが，千年村は，

生存，生産，生活の持続性を支える自然立

地的な土地利用が守られている地域であり，

まさに我が国の伝統的なGIと言っても良い

と考える。 

千年村での知見を都市部でどう活用して

いくかについては，まだ十分に整理ができ

ていないが，例えば，昔の人は危険な場所

に住もうとしなかったことから，昔の人が

住み続けた場所は安全な場場所として考え

られ，そのような過去の土地利用を踏まえ

た居住エリアの線引はコンパクトな都市づ

くりやレジリエントな都市づくりにおける

立地的適性化を検討する際にも有効と考え

られる。 
 

作成：高橋大樹 

 出典：高橋大樹氏作成資料 

 出典：高橋大樹氏作成資料 

 出典：庄子幸佑氏作成資料 
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（２）環境負荷の低減と QOL（生活の質）の向上 

  筑波大学 システム情報系 社会工学域 准教授 村上 暁信 

  「みどりの機能評価から考えるこれからの緑地計画像」29  

  

○ 現在の指標の課題 

これまでの緑地計画では，緑被率と一人

当たり公園面積という 2 つの指標を用いて

きた。緑被率は，緑が多ければ多いほど良

い，すなわち量に応じて環境保全機能を発

揮するという発想に基づくものと言えるが，

必ずしも正しいわけではない。また一人当

たり公園面積は人口が減少すれば値が自然

に増えるため，指標として限界が来ている。

一人当たりの公園面積は増えているものの，

社会状況の変化から利用されない公園も少

なくない。 

現況では，緑の基本計画において，2つの

指標の値向上が目的化されてしまう例が散

見される。このような状況を超えて，真に

求められるみどり，すなわち，環境改善と

QOL（生活の質）の向上に貢献するみどりを

増やすための計画をしていく必要がある。 

 

○ みどりの機能評価-ヒートアイランド

現象の緩和効果を例に- 

ヒートアイランド現象の原因は，人工

排熱と地表面被覆の人工化の二つである。

ある表面がヒートアイランドを緩和する

か促進するかは，その表面温度と気温の

どちらが高いかによって決まる。樹木自

体の表面温度は，ほぼ気温相当で推移す

る。樹木のヒートアイランド緩和機能は，

樹木自体が気温を下げるのでなく，木陰

ができることで周辺地表面が温まるのを

防ぐというものである。芝生の表面温度

は日中に気温よりも 10 度ほど高くなるの

で，通常の舗装に比べれば悪化の度合い

は低いものの，芝生化をしてもヒートア

イランドを促進する方向に作用する。 

都市の表面温度を三次元できちんととら

えることが重要である。紹介するシミュレ

ーション技術は，3D CAD を使い，建物，地

面，樹木，全ての表面について熱収支を計

算して表面温度を解析する。これを使って

ヒートアイランドを引き起こす度合いを算

出することで，緑がヒートアイランドに果

している役割，機能が評価できる。一般に

は緑被率が高いほど表面温度が低いことが

  出典：東京都環境局提供資料 

 出典：国土交通省 HP16 

各種地表面の温度の日変化、小さい白丸印は与えた気
温日変化。

 

 出典：近藤(1992)29 
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想定されるが，実際はほとんど関係ない。

緑が少なくても，より緩和しているところ

もある。理由は単純で，建物の日影部分に

いくら緑を植えたところで表面温度を下げ

ることはない。植える場所によって緑が環

境保全機能をどれだけ発揮できるかは変わ

ってくる。緑だけを取り上げた緑被率では

環境を評価することは出来ないし，そこか

らは適切に環境を改善することはできない。 

 

○ 緑地の質・実際の効果に基づく計画論 

現行の緑化施策では，緑被率に応じて容

積率が緩和されるというように，緑地の質

や実際の効果に関係なく，一律にインセン

ティブが与えられている。しかしながら，

シミュレーション技術が発達し，実際の効

果が計測可能となっていることから，効果

が高い策にインセンティブを与えるよう変

えていく方が合理的である。 

横浜市のエキサイトよこはま22地区のま

ちづくりガイドラインには，容積率割増な

どの特例を活用する場合，ヒートアイラン

ド現象の緩和対策の効果をシミュレーショ

ンソフトによって評価することが盛り込ま

れた。 

都市緑地計画の目的の一つは，環境負荷

の低減であり，環境を本当に良くしようと

いうのであれば，緑被率という数字指標を

捨てて，機能・効用に基づく空間整備に転

換する必要がある。ヒートアイランドに限

らず，多様な環境保全機能に関して予測評

価シミュレーションを活用し，広域の土地

利用計画検討に対して拘束力のある環境計

画図を示すことが重要だろう。 

 

○ 生活の質の向上を目指す緑地計画 

都市緑地計画のもう一つの目的は，QOL

（生活の質）の向上である。生活の質の向

上を目指す緑地計画を検討する際に重要な

視点は，緑地の満足度を高めるのではなく，

生活満足度の向上に如何に緑地を役立たせ

られるかである。そのため，公園・緑地と

いう枠組みから議論を始めるのではなく，

都市空間整備に関する総合的な取組の一端

を担う，という考え方が必要である。例え

ば，「サードプレイス」という議論がある。

市民一人ひとりが自分の家（ファーストプ

レイス）や職場・学校（セカンドプレイス）

ではない‟第三の場所”を都市のどこかに持 

環境負荷の低減
Local environmental problems
大気汚染，ヒートアイランド，水質汚染

Global environmental problems
地球温暖化，生物多様性保全

QOL, well-being, happinessの向上
good life, freedom and choice, health, good 
social relations, security,,,
amenity, comfort, convenience,,,

synergy
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つと，その都市に一層愛着が湧くというものである。都市の魅力を高める「サードプレ

イス」を沢山有することを都市全体の目標として，その中で公園・緑地の役割を位置づ

けることも考えられる。公園面積ではなく，サードプレイスを持っている人の率を指標

とするとともに，サードプレイスの場所を分析し，そこに緑地がどのように貢献するか

を検討し，更なる緑地の活用・整備に取り組んでいくことが望ましい。 

その際，環境負荷の低減と生活の質向上は相反する取組ではない。広場空間の環境負

荷を低減するデザインにより，地域コミュニティの醸成にも寄与するような，シナジー

を発揮することが理想的である。緑地が気候的に快適な環境を創っていることを市民が

意識すると，単に緑がある場所よりも，その場所に愛着が湧くようにもなる。そのよう

な相乗効果を積極的に誘導していくことが必要である。 

 

○ インクリメンタルな計画づくりの必要性 

これからの緑地計画では，常に緑が創り出す環境と人の生活との相互影響に注目し

つつ，都市空間への介入を行っていく必要がある。そのためには，緑がどのような機

能を果たし得るかだけでなく，そこでどのような人々と緑の関わり合いがあるのかを

理解する必要がある。しかし，そこでの提案は決して固定的なものとはなり得ないで

あろう。人口減少や都市の縮退という急激な変化の中で，空間の状況や人との関係性，

社会のニーズがどのよう変化しつつあるのかを把握し，具体の空間整備と生活の提案

をしていく必要があるからである。 

空間変化のスピードが速く，さらにライフスタイルや価値観自体が急激に変化する

中では，提案・計画自体も動的に変化していかなくてはならない。従来，都市計画を始

めとする計画的行為は，設計主義的に，将来のある時点の理想をスナップショットと

して描き，その上でスナップショットに近づくための道筋を模索してきた。高度経済

成長期のように将来の予想も立ちやすく，また，「豊かになる」という共通した価値観

を社会が持っていた時期には，このような設計主義的なアプローチは効率的に機能した。

しかし，これからは予想しがたい変化の中，さらに価値観が多様化する中で，社会的要

請に応える都市空間を整備していかなくてはならない。出来上がった空間によってさら

に地域構造も人々の生活が変わることもあり得る。スナップショットを描く際の前提と

なる諸条件自体が実践の過程で予想外に変化するのである。そのような不確定的な状

況下では，固定的な提案ではなく，目指すべきものも柔軟に変わり得ると位置付けて，

土地への関わり方，アプローチの仕方に重点をおいて提案を行っていく必要がある。

そのためには，モニタリングをしつつ，より短期的に計画を見直し，市民の参加を誘導

しながら空間への介入方法を臨機応変に変えていく必要がある。従来このような漸進的，

可変的な姿勢は，計画策定においては否定的に捉えられてきたが，今後はこのようなイ

ンクリメンタルな取組方，土地への介入方法を取り入れていく必要がある。もちろん，

緑地計画の目的には，生物多様性保全などの長期的視野に立つべき事項がある。今後は

このような長期的計画づくりと，インクリメンタルな取組をいかに融合していくかが鍵

となる。 
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（３）地域が抱える社会問題の解決 

  筑波大学 システム情報系 社会工学域 准教授 雨宮 護 

  「みどりを通じた社会問題の解決：その可能性と計画の方向性」30 31 32 33 

 

○ 郊外住宅地の将来（つくば市の事例） 

つくば市の公務員宿舎では，大規模な廃

止により，大量の空き家が発生している。

住人が減るため自治会の活動が困難になり，

共用部分が荒れていく。廃止された地区は

立入り禁止にされているが，防犯上問題に

なっている。北条地区では，2012 年の竜巻

被害で多くの建物に被害がでた。被災の程

度が顕著であった 197 戸のうち 4 分の 1 は

取り壊されて空き地になっている。空き地

の半数は放置され，地元では大きな問題に

なっている。市郊外には，中心部からのア

クセスが悪く，基盤整備が不十分で，将来

にわたって埋まる見込みがないと言われて

いる宅地もある。 

つくば市が特殊というわけではなく，共

用部の管理が不十分な共同住宅や空き地の

中に立つ戸建住宅は，郊外部を中心に普遍

化していく可能性が高い。例えば，柏市の

空き地調査では，住居系用途地域に1077か

所の空き地が存在し，そのほとんどが放置

されている。 

立地適正化計画制度では居住誘導地域に

集約を進めていくとされ，それ以外の部分

は，居住調整区域や跡地等管理区域を任意

で定められるとなっているが，明確なビジ

ョンがない。意図的ではあるものの，理念

がないままの低密化が広範囲に広がってし

まう可能性がある。 

 

○ 空閑地が引き起こす治安問題と緑地と

の関係 

空き家又は空き地について市民が何を不

安に思うかということのアンケート調査で

は，防犯面での不安がトップになっている。

緑地と犯罪については海外で多く研究され

ており，それによると大きく二つの流れが

ある。一つは，緑地があると犯罪が減ると

するもの。もう一つは，犯罪が増えるとす

るもの。犯罪への効果の正負を分けるのは，

そこに住民の活動があるかどうかである。

つまり，緑地の面積だけでは，それが地域

の犯罪を防ぐのか，逆に増長するのかはわ

からず，緑地での地域の人々の活動がある

 出典：三浦(2012)30 
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ことが重要である。 

 

○ 社会問題の解決に資する空閑地の活用 

空閑地への地域の人々の活動の呼び込み

の事例としてアメリカのコミュニティガー

デン（以下，本文では「CG」と表記する）

を紹介する。日本の都市農地と違う点とし

て，担い手が主に非農家である点，活動

者・利用者と所有者が違うことが多い点，

活動が産業としての農業ではない点，活動

場所が農地に限定されていないというよう

な特徴が挙げられる。CG に期待されている

機能は，社会問題と関係が深い。近隣及び

コミュニティ発展の触媒，社会的相互作用

のシミュレーションの場所，犯罪を減少さ

せるなどがある。 

日本では，犯罪，貧困はそれほど深刻化

していないが，CG は別の役割を果たし得る。

例えば，高齢者の生活支援，社会的孤立の

解消，健康の維持，徘徊者の見守り等が考

えられる。また，子どもにとっては，近隣

に見守られた遊び場，公園でできない遊び

をできる場所としても重要な場所となる。

高齢者や子供などの弱者，あるいは，障が

い者の活動場所，犯罪者，非行少年の更生

の場所としての機能などは，日本でも重要

である。実際に，犯罪，犯罪不安は，住民

に管理される公園では低いといった実証研

究も見られる。 

佐賀市の中心市街地では，マンションが

多い地域で，子どもの遊び場を空き地を使

って提供しようという活動をしている例が

ある。この例では，空き地にコンテナを置

いて，子どもが集まる場所にしている。足

立区では，子どもを見守る花づくりという

取組があり，小学校に隣接したスペースを

子どもが下校する時間，遊び時間に合わせ

て高齢者が花の世話をしている。高齢者の

外出機会の向上，景観の向上，見守りによ

る子どもの安全の 3 つを同時に高めるよう

な取組が行われている。 

柏市ではカシニワ制度のもと様々な空閑

地での活動が行われている。ある例は，高

齢者の生活支援を目的に設置され，実際に

高齢者が活動するような場所として使われ

ている場所もある．別の例では，子どもの

遊び場所として使われているものもある。

障がい者の屋外活動の場所としてつくられ

ているところもある。カシニワは制度実施

  出典：国土交通省(2005)32 

  出典：鈴木ら（2011）31の図を雨宮改変 
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から 3 年が経過した。そのなかで，もとも

と都市郊外で，神社もなく，地域のアイデ

ンティティがなかったところで，活動の積

み重ねが地域のアイデンティティになった

例もある。 

 

○ 社会問題を解決する緑の基本計画 

今後の緑の基本計画への提言として，社

会問題の解決を目的とすべく，計画の前提

としてわれている分析に社会問題の空間分

析の視点を入れてはどうかと考える。例え

ば，高齢者の生活の困難さや子どもの屋外

活動の問題，あるいは貧困の問題などを，

地図化することが考えられる。現在も計画

に先だってアンケート調査が行われるが，

調査の質は低い。地理学や社会調査を専門

とする行動科学系の研究者の協力もを得な

がら分析を進めるとよいのではないか。 

例えば，ロサンゼルスのCGを配置する時

には収入や経済状況などの面から社会的困

難に直面している層がどこに住んでいるの

か，既存商店へのアクセシビリティ，住民

の肥満度，犯罪率などがオーバーレイされ，

社会問題に対して戦略的に配置が検討され

ている。日本の緑の基本計画では，緑地の

量を対象とした分析だけで完結しているケ

ースが多いが，もっと地域の社会的問題を

絡めながらやったらどうかと思う。また，

社会問題の解決を考えたときの評価指標も

検討が必要である。現状では緑の満足度が

評価指標として使われるが不十分である。

緑によって社会問題がどれだけ解決された

かをとらえる指標で評価したほうがよい。 

緑地と社会問題の解決の間には，人間の

行動が介在する。緑地を整備すると，それ

に対応した特定の人間の行動が起こって，

その行動が社会問題を解決することに作用

するというプロセスがある。そうしたプロ

セスを検証する研究を行い，どのような質

の緑地を整備していくべきかの検討につな

げていくことが必要である。また，緑地の

評価指標として，社会問題を解決するとい

うコンセプトに対して，緑の満足度とは別

にどのような妥当性ある指標があるかを明

らかにする研究が必要である。 

 

 
 

  出典：Longcore ら(2011) 33 
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（４）自然環境構造に基づく都市の再生 

  工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 篠沢 健太 

  「ニュータウン再生にみる緑地計画-千里 NT の開発と地域の自然環境構造-」34 

 

○ 千里ニュータウンの特徴 

団地建替を契機に公園緑地を再編する方

法について，当時の資料，図面などにより

調査している。今回紹介する千里ニュータ

ウン（以下，本文では「千里 NT」と表記す

る）は，周辺が水田として利用されていた

丘陵地に整備されたものである。 

当時の開発にあたり，都市計画学会等々

での議論において，12 の街区の範囲が示さ

れた。基本的な計画の単位として，近隣住

区の計画思想を丘陵地にあてはめた考え方

が採用され，「一つおきに尾根をつぶすと，

大体まとまりのよい分区が作られる」とい

う方針が示されている。 

しかし，実際の整備にあたっては，1

住区 1 近隣公園という近隣住区論の基本

よりも，下流側集落の水利権などが制約

条件となり，結果的に自然環境構造が保

全された。 

 

○ 団地建替における公園緑地の再編 

団地の建て替えは，公園緑地の再編の契

機である。千里NTでは，主導的なランドス

ケープ計画ではないものの，結果として地

域の自然環境構造が保全されたが，短期的

な経済性優先の建て替えにより，緑地が蚕

食される恐れもある。 

例えば，当初の開発において，谷であっ

たところを一度造成してかさ上げされた土

地について，建て替えを契機にその谷を跨

ぐような形で新しいマンションが建つケー

スがある。その場合，検討の段階で当該敷

地が谷であったことを開発者に気づいても

らう必要があるのではないか。 

また，公園についても，特に後期の開発

で整備された公園の場合，大きな造成によ

り平面を確保しているケースがある。この

ため，目に映る空間としては同じグラウン

ドでも元の自然環境構造は全く違うことが

ある。GI の考え方を適用すれば，造成深の

深いことを利用した雨水貯留施設の適正が

あるといえるのではないか。公園緑地の再

編にあたって，昔の自然環境構造を使うと

いうことである。 

 出典：日本都市計画学会(1969)34 
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○ 住棟配置計画におけるオープン 
スペースの継承 

NT 整備のプロセスが建て替えにおけるオ

ープンスペースの継承や自然環境構造の保

全に影響を与えている面もある。千里NTは

大阪府の企業局が一面を造成した後，府営

団地を建てる部分と日本住宅公団が団地を

建てる部分に小分けされた。自然環境構造

の観点からは，一度，荒く粗造成した後，

もう一度公団が細かく造成するプロセスを

踏んでいる。 

府営団地は，現地形，とくに尾根を保全

することを特徴とし，囲み型住棟配置を採

用しているが，住棟に囲まれたオープンス

ペースの多くは，近隣の公園緑地との連携

や都市計画的な担保がなく，駐車場へ変化

してしまった。一方，公団は，南面併行配

置を原則とし大規模な造成を行ったが，公

団団地で整備された梯子型の歩行者道は残

りやすい傾向にある。 

府営団地で保全されていた緑地に関して

は，駐車場に変わることも多いものの，住

棟の中に緑地があるというのがこれまでの

計画思想であった。ところが，PFI 方式で

民間が再開発する場合に，緑地確保のルー

ルが外部の道路から見える位置に緑をキー

プしていくという方針だったため，地域の

資産としての緑をうまく引き継ぎにくいと

いう問題が発生している。ルールを考える

ことと，個別の事情にどう適合させるのか

ということとの調整が非常に難しい。 

 

○ 今後の緑の基本計画のあり方 

千里NTの事例では，団地の建替えにあた

って，改変後の地形をベースとしており，

もとの自然環境構造や，自然環境構造と整

合した開発計画の考え方，住棟配置の思想

が反映されていない。また，当初府がまと

めていた開発計画が小分けになりコントロ

ールする主体がいなくなったのと同様に，

今の建替えも敷地単位で進められており，

広域の視点からの要請を示していく意味で，

緑の基本計画への位置付けが有効と考えら

れる。 

その際，緑の基本計画には，計画思想の

根本である自然環境構造を把握した上で，

場所ごとの特性や潜在的な価値を踏まえ，

多様な主体に自然立地的土地利用の方針を

示すという役割が期待される。 
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（５）緑地由来生物資源の地域内循環 

東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 特任講師 寺田 徹 

「木質バイオマスなどの地域内資源循環と土地利用の調和」 35 

 

○ 生物資源利用の緑地計画への位置づけ 

緑の基本計画は，緑化，保全に対しては，

非常に重要なツールであるが，緑地の利用

促進に対しては，十分な手段となっていな

い。人と緑地のかかわりをいかに生み出し，

緑地計画に位置づけるかという視点から，

緑地由来の生物資源利用の評価に関する研

究を行っている。里山の緑や公園，空き地

は，生物資源の供給，受け入れという点か

ら，資源循環システムの一部となる。資源

循環を実現するには，民の力の積極的活用

と，それをコーディネートする行政の役割

が重要である。 

 

○ バイオマス利用と土地利用関係施策の

連携の可能性 

里山由来のバイオマス発生ポテンシャル

の推定を行った。対象地域の一つは千葉県

北部の東葛地域である。推定の結果，地域

内の全世帯に対する里山バイオマス由来電

力供給可能量は非常に微々たるものであっ

たが，大規模な発電ではなく，中・小規模

の熱利用（公共施設におけるバイオマスボ

イラー設置など）を想定し，地域を絞って

ローカルな使い方をすると，評価が変わる。

例えば，地域の里山を小・中・高校の熱源

として使ったときの熱自給率は，柏市郊外

部で概ね 100%～200%となる可能性がある。

需要を絞って，小さい範囲で里山の資源を

使うというのが現実的だと思われる。 

身近なバイオマス利用が現実的であると

すれば，里山から市街地へのバイオマス供

給という緑地の機能的評価のみならず，農

的生活や里山暮らしを希求する都市住民が，

里山の管理に参加し，自身の QOL を高めつ

つバイオマスを利用するといったような，

ライフスタイルデザインやまちづくりの側

面が重要となってくる。さらには，都市農

地や市民農園等も加えた現代的な資源循環

システムの構築と，それを円滑に展開する

ための最適な土地利用配分やパターンとい

った空間的な展開も，小学校区程度のスケ

ールで具体的に考えるべきかもしれない。 
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○ 民の力の積極的活用による施策展開と

コーディネイターとしての行政 

バイオマス利用の一つとして，薪ストー

ブは，地方，特に寒地では，近年かなり普

及している。長野県の伊那市では，灯油に

して 2,000kL 相当，伊那市で使われている

灯油の量の 8.1%に相当するエネルギーが薪

でまかなわれている。 

伊那市では行政が，森林所有者（所有す

る森林で間伐などの手入れをして欲しい

人）と薪ストーブ利用者（間伐して薪に加

工してストーブ利用したい人）とをコーデ

ィネートする役割を担い，地域内の森林環

境保全と資源循環を支援している。 

○ 攻めのランドスケープ 

脱工業化時代，人口減少時代の都市問題

を解決する手段として，緑地には高い期待

が集まっている。例えば，北米に端を発す

るランドスケープ・アーバニズムでは，産

業の変化によるブラウンフィールド等の発

生に対して，緑地による解決案が多くみら

れる。緑地を保全する，緑地を創出するこ

と自身に絶対的な価値を置いて目的化して

しまうのではなく，都市の問題を解決し，

持続性を高めるために，緑地が何ができる

のか，つまり手段としての緑地を考えるこ

とが重要である。 

事実，今回の研究会で示されたように，

今後，都市に対して緑地が貢献できること

は多々ある。その際，都市拡大の時代のよ

うに，開発 vs.保全という二項対立的な構図

で守りに入るのではなく，都市計画・土木・

建築等の隣接分野と協働し，「攻めのラン

ドスケープ」を展開することが必要である。 

例えば，バイオマス利用について，現状

の緑の基本計画では，公園剪定枝の廃棄物

削減といった位置づけに留まっているが，

より総合的な資源循環システムの一部とす

ることで，市街地や農地も含んだ土地利用

計画との連携や，さらには，田園居住など

の環境保全型の新たなライフスタイル実現

を支援する手段としても期待できる。 

手段としての緑地計画，隣接分野との協

働というランドスケープ・アーバニズムの

精神を学びつつ，今後は，日本の文脈に見

合った日本版・ランドスケープ・アーバニ

ズムを展開していくことが重要である。 

 
 

  出典：原島ら(2014)35 
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（６）他分野の専門家との協働※ 

  中央大学 理工学部 人間総合理工学科 教授 山田 育穂  

      「都市のウォーカビリティ」   

 
○ 都市のウォーカビリティ 

“Walkability”（ウォーカビリティ）と

は，「歩く」の“walk”と「～できる」の

“able”を組み合わせて作られた言葉で，

都市空間の歩きやすさを表す概念である。ウ

ォーカブルなまちの定義として，広く使われ

ているのがウォーカビリティの 3D：「人口

密度（population density）」，「歩行者

に優しいデザイン（pedestrian- friendly 

design）」，「土地利用の多様性（land use 

diversity）」である。この 3 つが高いほど

歩行に適した地域であると捉えられる。 

○ Case study（近隣住環境と肥満の関係性） 

ケーススタディとして，米国ユタ州ソル

トレイク郡における近隣住環境と肥満の関

係性に関する研究を紹介する。ユタ州では

運転免許証に身長・体重が記載されており，

住所と合わせて地域の BMI を計算できる。

そこで，この運転免許証を活用し，地域の

住環境と住民の肥満レベルの関係性につい

て分析した。その結果，人口密度の高さ，

車社会以前につくられた古い住宅地，路面

電車駅へのアクセサビリティの良さが BMI

の低さと関連していることが分かった。 

○ 日本のまちづくりとウォーカビリティ 

日本では肥満問題は米国ほど深刻ではな

いが，歩きやすい都市形成は，日常生活に

おける身体活動の促進を通じて高齢者や子

どもの健康に繋がると考えられ，健康問題

の対応策のひとつとして期待される。車か

ら自転車への転換などにつながれば渋滞緩

和やコンパクトシティの方向性にも動く。 

日本のまちづくりにおいて，米英での

研究成果をそのまま適用することは難し

いが，大規模な道路構造の変化ではなくて

も，運用・ソフト面で道路空間を安全安

心に歩ける仕組みに変えることでウォー

カビリティの向上が達成できると思われ

る。また，日常生活の健康増進にウォーカ

ビリティが寄与できるのではないか。 

                                                
※
「今後の緑の基本計画のあり方に関する研究会」では，他分野の専門家との協働の一環として，山田育穂氏（中央大学教授：

空間情報学），菊池和美氏（帝京平成大学准教授：老年学）にご協力いただき，研究会の中で話題提供をいただいた。 

Data sources: Utah Population Database 

               Utah Automated Geographic Reference Center 

Data sources: Utah Population Database 

               Utah Automated Geographic Reference Center 
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  帝京平成大学 健康メディカル学部 作業療法学科 准教授 菊池 和美  

       「高齢者の屋外活動が，どのように地域コミュニティや健康に貢献するか」  

 

○ 高齢者のコミュニティ活動 

医療福祉現場では，地域コミュニティの

定義を地域包括ケアシステムの構築とする

動きがある。遠くの親戚よりも近くの他人

をネットワーク化し，人的資源を発展させ

る仕掛けづくりが進められている。 

地域コミュニティにおいて高齢者が自発

的に行っている余暇社会活動を分類すると，

その活動範囲は，家の周り，近所，地域コ

ミュニティ（半径 2㎞程度）に分類され，ま

た交流に対する認識は，非常に親密なもの

から挨拶程度まで様々であった．さらに，

これらの活動の中でも何らかの交流機会が

ある 6つの活動の条件（「目的があること」，

「気楽な交流ができる」，「コミュニケーシ

ョンの媒介がある」，「距離感」，「能動的

な活動である」）を整理した結果，深い付き

合いを好まないという結果を得た。これら

多様な活動のうち，活動頻度と距離の双方

が適度であるものの具体例としては，スポ

ーツジム，温泉施設，散歩（犬の散歩），ラ

ンニングやサイクリングなどが挙げられた。 

○ 「犬の散歩」をきっかけにした高齢者の

社会的ネットワーク 

日本は犬の飼育数が小中学生の数を上回

るほどの犬大国である。犬の散歩は飼い主

にとって日常生活の一部で，世話をすると

いう目的を果たすとともに，定期的な運動

機会として，また地域コミュニティにおけ

る余暇活動としての意味も持つ。犬の散歩

は，人が集まりやすいスポットや時間帯が

あり，犬を介して見知らぬ人が互いに話し

かけやすい「緩やかなつながり」であること，

年齢・性別・社会的背景の異なる地域のさ

まざまな方が含まれることから，地域コミ

ュニティにおけるネットワーク形成のプラ

ットフォームとして優れている。この一人

ひとりのネットワークの発展は，地域コミ

ュニティのネットワーク形成を促進し，互

いの地域環境への関心や我が町意識を高め

ることから，地域コミュニティ全体の「ソー

シャルキャピタル」の醸成にもつながる。ま

た，こうした特性を持つ様々な余暇社会活動

の発展の場として，緑やオープンスペースの

存在は，大変重要である。


